
 
 

【協議事項（４）】 

（４）次期印西市地域公共交通計画の策定について 

 

１．主旨 

市の交通政策につきましては、令和３年３月に公共交通のあるべき将来像と、基

本的な方針を定めた印西市地域公共交通計画（令和３年度～令和７年度）に基づき、

市及び各公共交通機関が連携し、それぞれの役割分担のもと、各種の事業を展開し

ているところでございます。 

 現行の計画が令和７年度において終了となることから、現在の計画を検証し、次

期印西市地域公共交通計画の策定を進める必要があることから、本会議においてご

審査いただくものです。 

 

２．配布資料 

資料１ 印西市地域公共交通計画の策定について 



印西市地域公共交通計画の
策定について

印西市地域公共交通会議

協議事項(４)   資料１（R7.1.24）交通会議
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地域公共交通計画とは？

地域公共交通計画は
公共交通の｢ビジョン｣｢マスタープラン｣

地方公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条で

「作成するよう努めなければならない。」と明記

（印西市）

現計画   令和３年度～７年度

次期計画 令和８年度～１２年度（５か年）
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国土交通省から「地域公共交通計画」に関する
新たな方針が示される
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以下、「中間とりまとめ」より抜粋
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印西市地域公共交通計画の策定まで
（予定）

令和６年度 令和７年度
・計画の検討
・町内会、民生委員アンケートの実施
・庁内ヒアリングの実施
・計画策定に対する国庫補助金申請

・コンサル業者の選定・契約
・関係者ヒアリングの実施
・計画の策定
・交通会議の開催（３～４回程度）
・パブリックコメントの実施

※令和８年度から事業実施予定。 10



印西市地域公共交通計画の策定における
地域公共交通会議の役割

地域公共交通会議

ふれあいバス
見直し検討分科会

本埜第二小学校
周辺地域対策分科会

師戸地区
対策分科会

検証・検討作業 検証・検討作業 検証・検討作業

各会議の検証・検討結果
アンケート等の調査結果
これらの取りまとめ

計画策定

各種アンケート

関係者ヒアリング

先進事例の研究

パブリックコメント
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